
 

 

 

 

下記はあくまでも「目安」になります。参考程度にご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆利用区分変更をする場合 

利用区分変更申込書は、原則、変更希望月の前月２５日までに提出してください。 

夏休み（７・８月）は、定員調整が必要になる場合もあるため、原則６月２０日までに提出してください。 

 

◆おやつに関して 

１６時00分以降ご利用の場合はおやつの提供がございます。 

おやつ代は、保育料とは別に１回１００円かかりますのであらかじめご了承ください。 

 

詳細については、Ⅰ－４～７（P.３～P.６）をご確認のうえお申し込みください。 
なお、利用料減免制度に該当される場合はこちらとは異なりますので、P.6とP.17をご確認ください。 

 

わくわく 
【区分1】 

平日の16時00分までの利用を 

予定している 

平日の17時00分までの利用を 

予定している 
ゆうやけ 
【区分2Ａ】 

17時00分以降も利用したい日が 

月間で「0日～２日」ある 
※スポット利用となります 

わくわく 
【区分1】 

17時00分以降も利用したい日が 

月間で「5日～7日」ある 
※延長利用となります 

ゆうやけ 
【区分2Ａ】 

17時00分以降も利用したい日が 

月間で「8日以上」ある 
ほしぞら 
【区分2Ｂ】 

ゆうやけ 
【区分2Ａ】 

平日は16時00分までの利用予定

だが、土曜日も利用したい 

利用区分選択早見表 


